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第１節 計画見直しの背景 

 

男鹿市では、平成２７年（２０１５年）８月に一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（計

画期間：平成２７年（２０１５年）～令和７（２０２５年）年度、以下「現計画」とい

う。）を策定しました。すべての市民の参加と協働により、人と自然が共存し、健全で

恵み豊かな環境を保全・創造していくことで、環境への負荷ができる限り低減される「循

環型社会」や「持続的発展が可能な社会」の実現に向けて、取り組んでいるところです。 

 

現計画の策定から５年が経過した現在、本市のごみ総排出量は、人口減少とともに減

少傾向となっております。 

また、令和２年（２０１９年）７月からは、家庭系ごみの減量化対策として、市民か

らごみ処理費用の一部を負担していただく、指定ごみ袋の有料化制度を導入し、これを

契機に適正排出の促進と新たな分別ルールなどにより、減量化に努めてきました。 

しかし、１人１日あたりごみの総排出量は、本計画策定時より微増傾向にあり、周辺

町村と比べると大きく遅れをとっている状況にあります。 

 

廃棄物の減量化は、今後も更に強化して取り組むべき課題のひとつとなっております。

減量化の施策となる３Ｒ（発生抑制：リデュース、再使用：リユース、再生利用：リサ

イクル）のうち、リサイクルに比べて優先順位が高く、特に取組が遅れている２Ｒ（発

生抑制：リデュース、再使用：リユース）を引き続き重点課題として適切に対応してい

く必要があります。また、平成２７年（２０１５年）年９月に国連サミットでは、ＳＤ

Ｇｓ（持続可能な開発目標）が採択され、１７の大きな目標が揚げられました。 

今後、廃棄物処理行政として、「１２ つくる責任つかう責任」・「１４ 海の豊かさ

を守ろう」を視野に入れ、食品の大量廃棄による資源の無駄遣いや海洋プラスチック汚

染が地球環境に与える影響等を十分踏まえ、食品ロス削減や海岸漂着ごみ等も含めた対

策の検討と関係機関等との連携を強化していく必要があります。 

 

そのため、市民、事業者、行政等の多様な主体による協働のもと、目指すべき循環型

社会の実現に向けた指針として、現計画策定から５年間の活動及び実績を評価し、後半

の期間に向けて見直しを行いました。 

 

 

 

  

第１章 計画見直しの趣旨 
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第２節 計画の概要 

 

１ 計画の位置づけ 

   本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）

に基づき策定するものであり、男鹿市総合計画等を上位計画としています。 

   なお、本計画では、一般廃棄物のうちごみ処理の基本的事項や指針を定めるもの

とし、実施に関する事項は、毎年度策定する一般廃棄物（ごみ）処理実施計画にお

いて定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画対象地域 

  本計画は、男鹿市全域を対象とします。 

  

男鹿市総合計画等 

 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 一般廃棄物（生活排水）処理基本計画 

環境基本法 

循環型社会形成推進基本法 

廃棄物処理法 

一般廃棄物処理実施計画 

一般廃棄物処理基本計画 
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３ 計画の目標年度 

   本計画の計画期間は、平成２８年度を初年度とし、令和７年度までの１０年間（前

期５年、後期５年）としております。この度、中間目標年度を経過したことに伴い、

後期の４年間に向け、計画の目標を見直しするものです。 

なお、社会情勢や本計画の進捗状況などを考慮したうえで、計画の推進に支障を

きたす事項が認められる場合においては、随時、計画内容の見直しを行うものとし

ます。 

 

年
度 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

計
画
期
間
・
目
標 

計
画
策
定
年
度 

初
年
度 

   

中
間
目
標
年
度 

    

最
終
目
標
年
度 

 

第３節 計画の進行管理 

 

本計画は、目標の達成状況を客観的に評価し、達成が困難な事項について改善を図る

必要があることから、Plan（計画の策定）、Do（実行）、Check（評価）、Action（見直

し）のいわゆる PDCA サイクルによる管理を行います。 

 

Plan（計画） 

策定した男鹿市一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画は、ホームページに掲載するなど、市民や

事業者に対して広く周知します。 

 

Do（実行） 

 廃棄物処理法第６条の２に基づき、男鹿市一

般廃棄物（ごみ）処理基本計画に従い、市内に

おける一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生

じないうちに収集し、運搬及び処分を行います。 

 

Check（評価） 

 毎年度、事業評価シートにより、進捗状況を客観的かつ定量的に点検・評価します。 

 

Action（見直し） 

本計画は、年度ごとの評価を踏まえて、概ね５年ごとに見直しを行うほか、社会情勢

や計画の進捗状況などを考慮したうえで、計画の推進に支障をきたす事項が認められる

場合においては、随時、計画内容の見直しを行うものとします。 

Action

（見直し）

Plan

（計画）

Do

（実行）

Check

（評価）
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第１節 本市の概況 

 

１ 市域の概要 

本市は、秋田県臨海部のほぼ中央に位置し、東西

及び南北ともに約２４キロメートル、面積２４１．

０９平方キロメートル、日本海に突き出た男鹿半島

の大部分が市域となっています。 

男鹿半島は、米代川と雄物川の運搬土砂が堆積し

てできた砂州によって陸続きとなった陸繋島で、昭

和４８年には全国で唯一、一市単独で国定公園の指

定を受けております。また、第１３回ユネスコ無形

文化遺産保護条約政府間委員会において、「男鹿の

ナマハゲ」が「来訪神：仮面・仮装の神々」として

ユネスコ無形文化遺産に登録されました。 

 

 ２ 人口・世帯数の動向 

現計画策定後の令和２年３月末現在２６，５９３人で、この５年間で、本市の人

口は、２，８４２人減少し、世帯数も１２，８２２世帯で４１７世帯の減となって

おります。このことから、人口は減少しているものの、世帯数については、微減傾

向にあり、一世帯当たりの人員は約２．１人と減少し、いわゆる核家族化が進んで

おります。こうした傾向は、全国的な人口動態と同様と考えられます。 

 

【人口・世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民基本台帳による人口・世帯数（各年度 4 月１日基準） 

第２章 計画策定の基本的事項 

32,541 
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31,339 

30,632 
30,035 

29,435 

28,777 

28,133 

27,361 

26,593 

13,271 13,261 13,311 13,270 13,276 13,239 13,169 13,077 12,948 12,822 
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12,000
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14,000

15,000
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33,000
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(R1)

R2（人） （世帯） 
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３ 産業の動向 

第一次産業、第二次産業及び第三次産業とも就労者数は減少しております。平成

２７年度国勢調査の結果では、第三次産業就労者は全体の６３．５％を占めており、

次いで第二次産業の２０．４％となっています。 

産業大分類別による区分では、平成２２年度で「卸売・小売業」が最も多く１５．

２％、次いで、「建設業」が１３．７％となっておりましたが、平成２７年度では、

「医療・福祉」が１４．４％で最も多く、次いで「卸売・小売業」が１３．７％と

なっております。これは、当市の高齢化率の上昇により、福祉施設等の建設が促進

されたためだと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【産業別就業人口構成比の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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第１節 ごみ処理の現状と課題 

 

 １ ごみ処理の現状 

 （１）分別・収集・運搬体制 

家庭系ごみの分別区分は、「燃えるごみ」、「燃えないごみ」、「資源ごみ」、「粗 

大ごみ」、「水銀含有ごみ」の５分別で実施しています。そのうち「資源ごみ」は、 

「缶類、ビン類、ペットボトル、古紙、衣類」の５種類としています。 

また、収集、運搬は、「燃えるごみ」、「燃えないごみ」、「資源ごみ(衣類除く)」、 

「粗大ごみ」、の４分別を委託方式により、実施しています。 

粗大ごみについては、平成２３年４月から有料で戸別に収集しています。衣類に 

ついては平成２４年９月から、水銀含有ごみについては平成３０年９月から、拠 

点回収を行っています。 

事業所から排出される事業系ごみは排出事業者が許可業者に依頼し、有料でご 

み処理施設に搬入しています。 

 

【市で収集するごみの分別区分】 

分別区分 排出方式 収集回数 収集方法 

家
庭
系
ご
み 

燃えるごみ 指定ごみ袋（燃えるごみ用） 週 2回 ステーション方式 

燃えないごみ 指定ごみ袋（燃えないごみ用） 月 1回 ステーション方式 

資
源
ご
み 

缶類 指定ごみ袋（燃えないごみ用） 月 2回 ステーション方式 

ビン類 指定ごみ袋（燃えないごみ用） 月 1回 ステーション方式 

ペットボトル 指定ごみ袋（燃えないごみ用） 月 1回 ステーション方式 

古紙 紙ひもで結束 月 2回 ステーション方式 

衣類 
クリーニング（洗濯）済 

※毛布等一部回収対象外 
随時 拠点回収方式 

粗大ごみ 証紙（シール）方式 随時 戸別有料 

水銀含有ごみ 現物 随時 拠点回収方式 

【平成 31 年 4 月 1 日現在】 

第３章 ごみ処理基本計画 
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（２）中間処理 

   本市では、ごみ処理の効率化や適正化をはじめ、循環型社会の実現に向けた地

域社会の形成を目的として、八郎湖周辺地域にある５市町村（男鹿市、五城目町、

八郎潟町、井川町、大潟村）において「八郎湖周辺清掃事務組合」を設置し、平

成１８年から２ヶ年事業でごみ処理施設の整備を進めてきました。これにより、

一日当たり可燃ごみ６０トン、不燃ごみや資源ごみ、粗大ごみ１５トンの処理能

力を有する「八郎湖周辺クリーンセンター」が完成し、構成市町村のごみを一括

管理するとともに適切な処理が行われています。 

   不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみについては、併設されているリサイクル施設に

搬入され、選別処理された後に再資源化が図られています。 

   なお、資源ごみのうち缶類については、スチールとアルミに選別し、圧縮・成

型後に売却。ペットボトルは、圧縮・梱包後に、選別されたガラスビンとともに

容器包装リサイクル法に基づいた指定法人へ引き渡されています。 

 

（３）最終処分 

   八郎湖周辺クリーンセンターにおいて焼却及び破砕後に排出される焼却残渣

や不燃等の残渣は、管理型の「男鹿市一般廃棄物最終処分場」へ搬出し、埋立処

分されています。 
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【八郎湖周辺クリーンセンターの概要】 

 ・所 在 地   秋田県男鹿市松木沢字板引沢７３番地 

 ・供 用 開 始   平成２０年３月 

 ・敷 地 面 積   ５５，４８０平方メートル 

 ・施 設 規 模   熱回収施設 ３０ｔ／２４ｈ×２基＝６０ｔ／２４ｈ 

            リサイクル施設 １５ｔ／５ｈ 

 ・構 造   鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 

一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階、地上４階建て 

 ・処 理 方 式   全連続燃焼式 

 ・焼 却 炉 型 式   水冷式ストーカ炉 

 ・公害防止装置   有害ガス除去装置 

 ・燃焼ガス冷却   水噴射式 

・破 砕 機 形 式   回転式破砕機 

 

【男鹿市一般廃棄物最終処分場の概要】 

 ・所 在 地   秋田県男鹿市五里合琴川字苗代沢地内 

 ・供 用 開 始   平成８年３月 

 ・埋 立 面 積   １２，６００平方メートル 

 ・埋 立 容 積   ６６，８００立方メートル 

 ・残 余 期 間   約１３年 

 ・埋 立 廃 棄 物   焼却残渣、破砕残渣 

 ・浸出水処理施設   処理能力 浸出水 ３０立方メートル／日 

            処理方式 原水→沈砂・調整槽→凝縮沈殿（Ｃａ除去） 

                 →生物処理→凝縮沈殿→砂ろ過→活性炭吸着 

                 →消毒槽→放流 

 

【申川不燃物埋立処分場の概要】 

 ・所 在 地   秋田県男鹿市野石字申川１６６ 

 ・供 用 開 始   昭和５４年４月 

 ・埋 立 面 積   ３６，６０１平方メートル 

 ・埋 立 容 積   １６３，２６５立方メートル 

 ・埋 立 廃 棄 物   不燃物、粗大ごみ 

 

【不燃物処理場の概要】 

 ・所 在 地   秋田県男鹿市戸賀戸賀字延田地内 

 ・供 用 開 始   昭和４８年 

 ・埋 立 面 積   ２８，５００平方メートル 

 ・埋 立 容 積   １８３，７７５立方メートル 

 ・埋 立 廃 棄 物   不燃物、粗大ごみ、破砕不可能物 
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主な処理経路 

上記以外で生じる資源化物や副産物 

【ごみ処理経路図】 
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２ ごみ処理の実績 

（１）ごみ総排出量 

   ごみ総排出量は、直近５年間でみると人口減少の背景がある中で微減傾向にあ

ります。令和元年度ごみの総排出量は、９，６２２トンで、総排出量は減少傾向

にあるものの、一人一日当たりに換算すると９７２グラムと現計画策定時から微

増傾向となっております。 

これは、本市の人口減少と本計画に基づく施策により、家庭系ごみが減少した

が、事業系ごみが微増の推移となっているためと考えられます。 

   また、国の第四次循環型社会形成推進基本計画（平成３０年度閣議決定）では、

一人一日当たりの総排出量を８９０グラムから８５０グラムへ引き下げた目標

を設定しています。 

【ごみ総排出量（ごみの区分別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：トン 

ごみの総排出量の実績 Ｈ27 H28 H29 H30 Ｈ31（R1） Ｒ2（参考） 

家庭系ごみ（t） 7, 393 7,090 6,840 6,587 6,552 6,274 

事業系ごみ（t） 2,125 2,097 2,142 2,201 2,159 2,204 

粗大ごみ（t） 120 96 113 148 141 257 

資源化物※（t） 874 835 806 788 770 743 

合計（t） 10,512 10,118 9,901 9,724 9,622 9,478 

１人１日当たりの総排出量⒢ 964 949 950 958 972 985 

資料：一般廃棄物処理実態調査（10 月 1 日基準） 

※古紙は除く 
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（２）家庭系ごみ、事業系ごみ排出量 

   直近５年間の排出量をみると家庭系ごみが令和２年度で７４％、事業系ごみが

２６％となっており、現計画策定時から、家庭系ごみは緩やかに減少傾向が続い

ているものの、事業系ごみは近年微増となっています。 

   また、本計画に基づき、ごみの排出抑制による減量化、公平な費用負担および

市民のごみに対する意識向上を図るため、令和２年７月より家庭系ごみの有料化

制度を実施しました。 

 

 

【家庭系、事業系ごみ排出量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：トン 

 Ｈ27 H28 H29 H30 Ｒ1（Ｈ31） Ｒ2（参考） 

家庭系ごみ 7,393 7,090 6,840 6,587 6,552 6,274 

事業系ごみ 2,125 2,097 2,142 2,201 2,159 2,204 

合計 9,518 9,187 8,982 8,788 8,711 8,478 

資料：一般廃棄物処理実態調査（基準日：10 月１日） 
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（３）一人一日当たりの家庭系ごみ排出量 

   一人一日当たりの家庭系ごみ（資源化物を除く）の排出量は、令和元年度で６

６４グラムでした。直近５年間でみても、県内市町村平均値を上回っている状況

です。 

国の第四次循環型社会形成推進基本計画（平成３０年度閣議決定）では、一人

一日当たりの家庭系ごみ排出量を５００グラムらか４４０グラムへ引き下げた

目標を設定しています。 

   この目標を達成するためには、現在から３３％以上の減量に努めなければなり

ません。 

 

【一人一日当たりの家庭系ごみ排出量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一般廃棄物処理実態調査（基準日：10 月１日） 
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（４）家庭系ごみ月別排出量(資源化物を除く) 

    直近５年間の月別平均排出量をみると、夏季に期間平均排出量を上回っている

一方、冬季は期間平均排出量を下回っていることがわかります。要因としては、

ごみに含まれる水分量や季節変動、帰省等による排出人口の一時的な増減による

ものと考えられます。 

 

【家庭系ごみの月別排出量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一般廃棄物処理実態調査（基準日：10 月１日） 

 

【家庭系ごみ（燃えるごみ）に含まれる三成分の比較（R１）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：八郎湖周辺クリーンセンター 
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（５）家庭系ごみ組成調査 

   八郎湖周辺クリーンセンターでは、施設の運転管理を適正に行うために、家庭

系ごみの組成調査を年４回季節ごとに実施しています。 

   このデータから、資源化可能物の分別の徹底や生ごみの水切りなどにより、家

庭系ごみのさらなる減量が可能であることがわかります。 

 

【家庭系ごみ（燃えるごみ）の種類組成（R1 平均値）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家庭系ごみ（燃えるごみ）の三成分（Ｒ１平均値）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：八郎湖周辺クリーンセンター 
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（６）リサイクル率(資源化率) 

   リサイクル率は、ごみの総排出量に占める資源化物の排出量の割合を示す数値

です。本市では、令和元年度で８．８％と県内市町村平均値を下回っており、過

去５年間ほぼ横ばいとなっております。  

国の第四次循環型社会形成推進基本計画（平成３０年度閣議決定）では、循環

利用率を１７％から１８％へ引き上げた目標を設定しています。 

    リサイクルが可能な製品選びや分別の徹底により、リサイクル率の向上が図ら

れます。 

 

 

【リサイクル率】 

 

 

【リサイクル率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一般廃棄物処理実態調査（基準日：10 月１日） 
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（７）資源化量 

   資源化量の推移については、直近５年間で緩やかに減少傾向となっています。 

   ごみ総排出量に占める資源化可能物の増加がリサイクル率の向上に繋げるた

めには、分別に関わる啓発等の強化が必要と考えられます。 

 

 

【資源化量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：トン 

 H27 H28 H29 H30 Ｒ1（Ｈ31） R２（参考） 

古紙類 443 429 414 410 397 371 

缶類 214 189 196 197 193 212 

ビン類 260 224 209 209 203 192 

ペットボトル 46 47 49 48 52 53 

合計 963 889 882 864 845 828 

資料：一般廃棄物処理実態調査（基準日：10 月１日） 
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（８）最終処分量 

   八郎湖周辺クリーンセンターにおいて、焼却及び破砕後に排出される焼却残渣

や不燃等の残渣は、管理型の一般廃棄物最終処分場へ搬出され埋立処分されてい

ます。 

   本市の一般廃棄物最終処分場は、平成８年から供用を始めており、これまでの

最終処分量の実績から残余年数を推計すると、今後１２年程度使用できる見込み

となっています。 

 

 

【最終処分量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）最終処分量 

 

 

 

（基準日：3 月 3１日）                                 
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 （９）ごみ処理経費 

    本市のごみ処理経費は、令和２年度で約５億２万円となっています。ごみの排

出量１トン当たりに換算すると約５万３千円です。 

    平成２３年度から八郎湖周辺クリーンセンターの実質的な建設費償還が始ま

ったことが要因で経費が上昇しておりました。今後も八郎湖周辺クリーンセンタ

ーの維持に係る修繕や一般廃棄物最終処分場の整備などが見込まれることから、

ごみ処理に係る経費は、ほぼ横ばいの推移、若しくは緩やかに上昇していくもの

と考えられます。 

 

 

【ごみ処理経費と１トン当たりのごみ処理経費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基準日：3 月 3１日） 
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３ ごみ処理の課題 

 （１）ごみの排出抑制 

    本市における家庭系ごみの総排出量は、人口減少に伴い緩やかながら減少傾向

にありますが、一人一日当たりの排出量は、令和元年度実績では６６４ｇと依然

として県内市町村で最も多い状況が続いております。 

    また、国が第四次循環型社会形成推進基本計画において定められた数値目標は、

５００ｇから４４０ｇに引き下げられました。これを達成するためには、現状か

ら３３％以上の減量に取り組まなければなりません。 

    令和２年度より、男鹿市指定ごみ袋の有料化を実施し、ごみの排出量減少に努

めてきました。総排出量は、減少したものの、目標達成するには、さらなる減量

化対策が必要と考えられます。引き続き、分別の徹底や食ロスの削減など、ごみ

減量に関する普及啓発活動をより一層強化するとともに、全国市町村の減量化対

策の動向や事例をみながら検討する必要があります。 

    また、ごみの少ないライフスタイルやごみ減量のための事業活動を推進してい

くためには、市民、事業者、行政等の多様な主体が連携を深め、それぞれの果た

すべき役割に対し積極的に取り組んでいけるような環境づくりが大切です。 

 

（２）分別・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル） 

    本市におけるごみの分別区分は、５区分９分別となっており、市民の協力のも

と分別収集が進められていますが、リサイクル率は８．８％と県内市町村平均値

を下回っています。 

    国では、第四次循環型社会形成推進基本計画において、資源循環率を１７％か

ら１８％へ目標を引き上げており、再生利用が可能な製品選びや分別の徹底など

によるリサイクル率の向上に向けた取り組みが必要です。 

 

（３）収集・運搬 

   本市における家庭系ごみの収集は、委託方式により実施しています。 

    家庭系ごみの総排出量は、ごみ袋の有料化の実施や人口減少に伴い緩やかに減

少傾向にありますが、各地域におけるごみ集積所の設置数（令和２年４月１日現

在７６７か所）は微増傾向にあります。このような状況を踏まえながら、今後の

収集運搬業務の効率性や適正な収集体制の維持などについて検討していく必要

があります。 

 

（４）中間処理・最終処分 

   平成２０年の八郎湖周辺クリーンセンターの竣工により中間処理施設の整備

は一段落しましたが、施設の長期使用を図るため、計画的な修繕を行いながら、

今後の処理施設の在り方について、調査検討の必要があります。 

   一般廃棄物最終処分場については、供用開始から２４年を経過し、残余年数も

１２年程度と推測されることから、新たな施設の整備を見据えるとともに、将来

世代への負担軽減という観点から、基金造成など財源確保について検討する必要

があります。 
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（５）地域特性 

   本市は三方が海に面しており、沿岸部では毎年大量のプラスチック製品やペッ

トボトル、流木等のごみが漂流・漂着しています。これらは処理に多大な費用を

要するだけでなく、景観の阻害や海洋生物など生態系への影響を招くことが懸念

されます。このような状況を踏まえ、関係機関と連携しながら適切な対応を行っ

ていく必要があります。 
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第２節 基本理念・基本方針 

 

 １ ごみ処理の基本理念 

   本市は、目指す都市像をオール男鹿で、活力ある地場産業の構築と、だれもが健

康に暮らせる地域社会を創りあげる「健康・教育・環境でみんなが夢を実現できる

まち」とし、その実現に向けて総合計画を策定しています。特に、定住環境の整備

と循環型社会の実現については取組の柱のひとつに位置付けられており、重点的に

推進するものです。このことを踏まえ、本計画においては、市民、事業者、行政等

が目指す基本理念を次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

２ 基本理念の考え方 

  大量生産、大量消費、大量廃棄型のライフサイクルから脱却し、資源の循環・再

生利用、廃棄物の適正処理を進めることは、天然資源の消費抑制や環境負荷の低減

につながるため、地球環境はもとより、本市の恵まれた自然環境を守るうえで大変

重要なことです。 

  このため、市民、事業者、行政等、それぞれがこのことを自覚し、①発生抑制（リ

デュース）、②再使用（リユース）、③再生利用（リサイクル）、④熱回収、⑤適正

処理といった取組を通じて循環型社会を実現し、恵み豊かな自然環境を将来の世代

へと引き継いでいきます。 

 

【循環型社会の概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と自然が共存できる持続可能なまちづくり 

天然資源の投入 

処理（リサイクル、焼却等） 

最終処分（埋立） 

生産（製造、運搬等） 

消 費 

廃 棄 

天 然 資 源 の 

消 費 の 抑 制 

④：熱回収 

⑤：適正処分 

①：発生抑制 

③：再生利用 

②：再使用 

①：発生抑制 
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３ ごみ処理の基本方針 

 （１）３Ｒ(２Ｒ)の推進 

    廃棄物の排出抑制における基本的な考え方としては、①できる限り排出を抑制

（リデュース）し、②再使用（リユース）、③再生利用（リサイクル）の順に適正

な処理を行うことが重要です。このうち、①排出の抑制（リデュース）、②再使用

（リユース）の２Ｒを重点課題として市民の意識改革を促し、循環型社会の実現に

努めます。 

 

（２）地域特性への対応 

   海岸の漂流・漂着ごみは、本市の地理的状況がもたらす地域特性と捉え、課題

解決に向けて、関係機関との連携を図りながら、より良い環境の形成に取り組み

ます。 

 

（３）市民、事業者に対する環境教育や情報発信の充実 

   市民や事業者に対し、ごみの減量化に関する市民意識を育むことや、持続可能

な地域社会の形成を促進するため、環境学習副読本の活用やごみ処理施設の見学

会など、環境教育に取り組みます。 

 

（４）協働と連携による取組の推進 

   ごみの減量化は、主たる排出者である市民、生産・流通の担い手である事業者、

行政等が協働、連携して取り組むことで、初めて十分な効果を得ることができま

す。このため、本計画は、これらの多様な主体との協働と連携のもと取組を推進

していきます。 
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 ４ 廃棄物処理施設の整備計画 

   廃棄物を安定的、継続的に処理するため、廃棄物処理施設整備計画を立案し、適

正な処理体制を確保していきます。 

   なお、熱回収施設及びリサイクル施設については、八郎湖周辺清掃事務組合が設

置及び管理運営を行うこととします。 

 

【一般廃棄物処理基本計画と廃棄物処理施設の整備計画】 

区分 
年度 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

一般廃棄物処理基本計画 

策
定
年
度 

初
年
度 

   

中
間
目
標
年
度 

    

最
終
目
標
年
度 

第
２
次
計
画
策
定 

 

[新]一般廃棄物最終処分場         

用
地
候
補
調
査 

  

用
地
選
定 

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

 ※【新】一般廃棄物最終処分場 

第２次計画策定時にアセスメントから共用開始までのスケジュールを整備。 

（整備計画・建設工事（概ね２ヵ年）・共用開始） 
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 ５ それぞれの役割 

（１）市の役割 

   ・市民、事業者が取り組むことのできる仕組みづくりを構築します。 

   ・ごみの減量に向けた、市民、事業者の自主的な取り組みを支援します。 

   ・環境負荷低減を考慮した、安全かつ効率的な適正処理に努めます。 

   ・市民、事業者に対し、ごみ減量に有効な情報提供を行います。 

   ・循環型社会の実現に向けた環境教育の充実を図ります。 

 

（２）事業者の役割 

   ・排出者としての責任を自覚し、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）

に積極的に取り組み、ごみを出さない事業活動に努めるとともに、発生したご

みは、自己処理責任の原則のもと適正に処理します。 

   ・生産、使用、廃棄などの過程において、資源やエネルギーの消費量削減に努

め、製品の耐久性の向上や回収・リサイクルルートの確保に努めます。 

 

（３）市民の役割 

   ・環境への負荷の低減や良好な環境を維持していくため、物の消費者、ごみの

排出者としての責任を自覚し、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）

に重点を置いたライフスタイルを心がけます。 

   ・分別収集のマナーを遵守することや、ボランティア清掃など地域活動への参

加に努め、ごみの減量化、適正処理に向けた取組に協力します。 
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第３節 ごみ排出量の推計及び数値目標 

  

 １ ごみ排出量の推計 

 （１）将来人口・世帯数 

    将来人口については、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を参考に

し、令和２年３月３１日現在の人口から将来の動向について推計したものです。 

     

 

【人口・世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）ごみ排出量 

   ごみの排出量については、過去の実績をもとに排出量を算出したうえ、将来推計

人口を乗じて算出します。 
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 （３）ごみの区分別排出量 

    計画目標年次におけるごみ排出量の見込みは、将来人口の予測、排出抑制及び

再生利用等によるごみ減量効果などを勘案して、ごみの区分ごとに排出量がどの

ように変化するのかを見直し、再推計しました。 

 

 

【ごみ排出量（ごみの区分別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物実態調査参考（基準日：10 月１日） 

 

単位：トン 

年度 家庭系ごみ 事業系ごみ 粗大ごみ 資源化量 合計 

H27（実績） 7,393 2,125 120 874 10,512 

H28（実績） 7,090 2,097 96 835 10,118 

H29（実績） 6,840 2,142 113 806 9,901 

H30（実績） 6,587 2,201 148 788 9,724 

R１（実績） 6,552 2,159 141 770 9,622 

Ｒ2（参考） 6,274 2,204 257 743 9,478 

Ｒ3 5,857 2,136 233 848 9,074 

Ｒ4 5,440 2,068 208 953 8,669 

Ｒ5 5,023 2,000 184 1,058 8,265 

Ｒ6 4,606 1,932 160 1,163 7,861 

Ｒ7 4,190 1,864 135 1,268 7,457 
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（トン） 

推計 実績 



- 27 - 

 

 ２ 数値目標 

   本市における、ごみ減量、資源化、最終処分の目標設定にあたっては、国の第四

次循環型社会形成推進基本計画及び第４次秋田県循環型社会形成推進基本計画を

参考に、令和元年度実績をベースにして、効果的な施策の展開によって達成に取り

組むため、目標値を見直すこととします。 

 

 

 （１）一般廃棄物の減量化 

    国では、リサイクルするものも含めて一般廃棄物の排出抑制の進展度合いを総

体的に測る指標として、一人一日当たりのごみの総排出量を令和７年度において

約８６０ｇとすることを目標としています。 

    本市における令和元年度の実績では、９７２ｇで当初の目標値を達成していな

いことから、令和７年度における数値目標を約８９０グラムに再設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）一人一日当たりの家庭系ごみ排出量(資源化物を除く) 

    本市における令和元年度の実績では、６６４ｇでした。平成２７年度に設定し

た目標値５００ｇを大幅に上回っています。更なるごみ減量化への意識向上のた

め、これまで以上の普及啓発を行うとともに、ごみの減量に有効とされる新たな

施策の展開や先行市町村の取組を参考にし、令和７年度の目標値を再度５００ｇ

に設定します。この目標を達成するためには、令和元年度と比較して、２４％以

上の削減をすることが必要です。 

     

 

 

 

 

 

 

  

一人一日当たりのごみ排出量 

（972ｇ→約 890ｇ） 

一人一日当たりの家庭系ごみ排出量（資源化物を除く） 

令和元年度対比 24％以上削減 

（664ｇ→約 500ｇ） 
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 （３）リサイクル率(資源化率) 

    国の循環利用率は、ごみ全体量のうち再使用や再生利用に占める割合のことを

あらわしている指標であり、令和７年度において１８％を目標としています。 

    本市におけるリサイクル率は、令和元年度実績において８．８％と低く、令和

７年度における数値目標を再度約１７％に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）最終処分量 

本市の一般廃棄物最終処分場は、平成８年度から供用を始めております。これ 

までの、最終処分量の年間平均埋め立て量を算出すると、１，７４０ｔ／年とな 

ります。これを令和元年度時点からの残余年数を推計すると、今後１２年程度（令 

和１３年まで）使用できる見込みとなっております。 

ごみの排出量の削減、再資源化の目標を達成した場合、令和７年度時点での最 

終処分量は１，５７０ｔ／年の推計値となります。令和元年度と比較して、９％ 

以上削減する目標を設定し、施設の長寿命化に努めることとします。 

なお、この目標を達成することにより、令和１８年まで約５年程度、施設の延 

命化が図られる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リサイクル率（資源化率） 

（8.8％→17％） 

最終処分量 

令和元年度対比９％以上削減 
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第４節 目標達成に向けた個別施策 

 

 １ エコプランＡ ～体制整備～ 

 

施策の概要 

主体別 

市 市民 事業者 

○排出ルールの徹底 

 ごみ出しカレンダーの配布や広報誌、ホームページへの掲載、

地域での説明会などを通じて、排出ルールについて情報発信す

るとともに、周知徹底を図ります。また、市民、事業者は、排

出ルールに従った分別に努めます。 

◎ 〇 〇 

〇人材の育成 

 地域において、リサイクル活動を率先して行う人材を育成し

ます。 

また、環境教育の推進やリサイクル活動の紹介などの啓発に

努めます。 

◎ 〇 〇 

〇ごみ集積所ボックスの設置補助 

 ごみ集積所ボックスの設置に対する支援を行い、周辺環境に

配慮した適切な集積所の設置を促進します。 

◎ 〇  

〇古着・古布の回収 

 家庭から排出されるごみの発生抑制を図るため、古着・古布

の回収を実施します。 

◎ 〇  

〇生ごみ堆肥化及び減量化の促進 

 家庭から排出される生ごみの自己処理、減量化を促進するた

め、生ごみ処理機（器）などの購入に対する支援を強化します。   

また、減量対策を行った世帯に対する、支援策を検討します。 

生ごみ堆肥化の普及啓発を目的とした講習会開催の拡充や生

ごみ処理機の貸し出しを実施します。 

◎ 〇  

〇出前講座の実施 

 幅広い世代を対象とした出前講座を開催し、本市におけるご

み処理の現状や、ごみ減量に向けた分別の徹底など、取り組み

について情報交換を行います。 

◎ 〇  

〇ごみ分別ルールの見直し 

 ごみの排出状況や成分等を分析し、必要に応じて分別のルー

ルを図るほか、指定ごみ袋の種別・サイズ等の変更について検

討します。 

◎ 〇  

◎・・・主体的に取り組む 〇・・・取り組みに協力、参加する 
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 ２ エコプランＢ ～発生抑制～ 

 

施策の概要 

主体別 

市 市民 事業者 

〇生ごみの減量化 

 計画的に食品を購入し、賞味期限内に使い切るようにします。

料理などの作る量を工夫し、残さないようにします。 

 生ごみは水切りなどにより減量に努めます。 

〇 ◎  

〇使い捨て品の使用抑制等 

 使い捨て品の使用を抑制します。また、可能な限り、物を無

駄に消費しない生活スタイルを心がけます。 

〇 ◎  

〇過剰包装製品購入の自粛 

 できるだけ簡易に包装された製品の購入促進に努めます。ま

た、事業者に対して過剰包装の見直しに努めるよう周知します。 

〇 ◎ ◎ 

〇マイバッグ持参運動の推進 

 有料レジ袋の購入の削減に向けて、マイバッグやマイバスケ

ット持参運動を推進します。 

〇 ◎ ◎ 

◎・・・主体的に取り組む 〇・・・取り組みに協力、参加する 

 

３ エコプランＣ ～情報発信～ 

 

施策の概要 

主体別 

市 市民 事業者 

〇ごみの発生・排出抑制、リサイクル意識の普及啓発 

ごみの発生・排出抑制を図るとともに、市民及び事業者のリ

サイクル意識の向上を図るため、市の広報誌やホームページに

おいて、ごみ減量化の具体的な手法、本市におけるごみ処理の

実態など様々な情報を発信します。 

◎ 〇 〇 

〇食育の推進 

 食育推進計画に基づく食育活動を通じて、食べ物や資源を大

切にする心を育み、食ロス削減の普及を図ります。 

◎ 〇  

〇環境教育の充実 

 循環型社会の実現を目指して、ごみ処理施設の見学会を実施

するなど、環境教育・環境学習を推進します。 

◎ 〇  

◎・・・主体的に取り組む 〇・・・取り組みに協力、参加する 
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◇用語解説 

 

【い】 

●一般廃棄物 

 産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物は、さらに「ごみ」と「し尿」に分類される。

「ごみ」は、商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じる「事業系ごみ」

と一般家庭の日常生活に伴って生じる「家庭系ごみ」に分類される。 

 

●一般廃棄物処理基本計画 

 一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める計画。 

 

●一般廃棄物処理実施計画 

 一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める計画。 

 

【え】 

●ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 

 「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ」の略称。 

 ２０１５年９月の国連サミットで採択され、国連加盟１９３ヵ国が２０１６年から２

０３０年までの１５年間で、達成するために揚げた１７の目標。 

 

【お】 

●男鹿市環境基本条例 

 男鹿市環境審議会の答申を踏まえ、平成１７年３月２２日に施行。 

 環境の保全についての基本理念と市、事業者及び市民の役割、また、環境の保全に関

する施策の基本的事項を明らかにしている。 

 

【か】 

●環境基本法 

 環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を

明らかにするとともに、環境保全に関する施策の基本となる事項を定めた法律で、地球

環境保全を含めて、わが国の環境政策の基本的方向を示す基本法。 

 

●環境教育 

 人間と環境との関わりについて理解と認識を深め、個人や集団が環境に配慮した責任

ある行動をとることを目的として、家庭、地域社会、学校、企業、行政などで行う教育

のこと。生涯教育として幼児から高齢者まであらゆる年齢層が対象となる。 

 

●環境への負荷 

 「男鹿市環境基本条例」では、「人の活動により環境に加えられる影響であって、環

境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。」と定義されている。直接的

に、又は集積・蓄積して、様々な環境悪化を引き起こす排出物質や自然の改変などのこ

と。 
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●管理型最終処分場 

 地下水などの汚染を防止するため、底にシートを張るなどの遮水工を行い、浸み出し

た水を集め、法に基づく排水基準を満たすよう処理して公共用水域に放流する設備を備

えた処分場。 

 

【き】 

●協働 

 市民、事業者（企業）、行政等が対等の立場で、お互いの信頼関係のもと、同じ目的

のために働くこと。 

 

【さ】 

●最終処分場 

 廃棄物の埋立処分を行う場所又はその設備。一般廃棄物の最終処分場は１種類（管理

型）であるが、産業廃棄物の最終処分場は、埋め立てる産業廃棄物の環境に及ぼす影響

によって、安定型、管理型、遮断型の３種類に分類される。 

 

●産業廃棄物 

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラスチックなど２０種類の廃棄物をいう。大量に排出され、また処理に特別な技術

を要するものが多く、廃棄物処理法の排出者責任に基づき、その適正な処理が必要であ

る。 

 

【し】 

●持続的発展が可能な社会 

 将来の世代が享受する経済的、社会的な利益を損なわない形で、現在の世代が環境を

利用していこうとする考え方に基づく社会。 

 

●循環型社会 

 大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型

社会形成推進基本法では、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低

減された社会」としている。 

 

●循環型社会形成推進基本法 

 環境基本法の理念に基づき、循環型社会をつくるための基本原則を定めた法律で、リ

デュース（廃棄物の発生抑制）→リユース（再使用）→リサイクル（再生利用）→熱回

収→適正処分という処理の優先順位を明確にし、廃棄物等のうち有用なものを循環資源

とした。 

 製品の生産者は製品の再利用や処理についても責任を負うという拡大生産者責任の

原則が規定された。 
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●食品ロス 

 本来食べられるのにも関わらず捨てられてしまう食べ物。日本では年間約６００万ト

ンも廃棄されている。食品ロスを減らすことによって、廃棄物の減量化が期待されてお

り、消費者庁・環境省をはじめ、取り組みを実施する自治体も増えてきている。 

 

【す】 

●３Ｒ（スリーアール） 

 Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース：廃棄物の発生抑制）、Ｒｅｕｓｅ（リユース：再使用）、

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル：再生利用）の頭文字をとった言葉で、環境にできるだけ

負荷をかけない循環型社会を形成するための重要な標語であり、考え方をいう。資源の

有効利用や環境保全の施策の基本となっている。 

 

【ち】 

●中間処理 

 収集したごみの焼却、金属類の破砕、缶、ビンなどの選別により、できるだけごみの

体積と重量を減らし、最終処分場に埋立後も環境に悪影響を与えないように処理するこ

と。 

 

【つ】 

●２Ｒ（ツーアール） 

 ３Ｒのうち、リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ：再生利用）に比べて優先順位が高いもの

の、取り組みが遅れているリデュース（Ｒｅｄｕｃｅ：廃棄物の発生抑制）及びリユー

ス（Ｒｅｕｓｅ：再使用）を特に抜き出してまとめて呼称しているもの。 

 

【ね】 

●熱回収（施設）【サーマルリサイクル】 

 廃棄物を単に焼却処理するのではなく、焼却の際に発生する熱エネルギーを回収・利

用すること。又はその施設。 

 

【は】 

●廃棄物処理法 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称で、廃棄物の排出を抑制し、その適正

な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすることを目的とした法律。 

廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理基準の策定等

を内容としている。 

 

●八郎湖周辺清掃事務組合 

 中間処理施設の設置及び管理運営を行う事務を共同処理するために組織された地方

公共団体の組合。平成１７年３月に八郎湖周辺の５市町村（男鹿市、五城目町、八郎潟

町、井川町、大潟村）で構成された。 
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【ひ】 

●漂着・漂流ごみ 

 海洋を漂流しているごみ及び海岸に漂着しているごみの総称で、主に漁業活動から発

生するごみ（漁網や発泡スチロール製のウキなど）や、側溝や河川などを経由して海に

流れ出た生活系のごみ、倒木などで構成されている。 

 

●ＰＤＣＡサイクル 

 Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（見直し）とい

った４つのサイクルによって、事業活動における管理業務を円滑に進める手法のこと。 

 

【ま】 

●マイバッグ 

 消費者が買い物を入れて持ち帰るために自分で用意するバッグや袋。マイバッグの利

用を習慣化することで、レジ袋の消費を抑制することができ、原料である石油の消費抑

制やごみとしての排出が削減される。 

 

【よ】 

●容器包装リサイクル法 

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称。一般廃棄物

の減量及び再生資源の利用を図るため、家庭系ごみの大きな割合を占める容器包装廃棄

物について、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を製造する事業

者又は販売する商品に包装容器を用いる事業者は、再商品化を実施するという役割分担

を定めている。 
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